
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
病
気
や

障
碍
が
あ
る
子
ど
も
た
ち
を

診
て
き
た
私
は
、
そ
の
子
た

ち
が
生
き
る
こ
と
に
不
要
な

難
し
さ
を
感
じ
ず
に
社
会
生

活
を
送
る
こ
と
が
出
来
る
世

の
中
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
◆
車
い
す
ラ
グ
ビ
ー
と
い
う
競
技

を
知
り
ま
し
た
。
１
チ
ー
ム
は
男
女
混
合

で
12
人
、
コ
ー
ト
上
に
は
４
人
、
選
手

交
代
は
自
由
に
出
来
る
。
障
碍
の
重
さ
に

よ
っ
て
、
持
ち
点
が
重
い
０
・
５
か
ら
軽

い
３
・
５
ま
で
０
・
５
刻
み
に
７
段
階
に

分
か
れ
、
コ
ー
ト
上
の
４
人
の
合
計
は
８

点
以
下
に
な
る
よ
う
に
メ
ン
バ
ー
構
成
を

す
る
。
女
子
選
手
に
は
１
人
に
つ
き
０
・

５
点
の
追
加
ポ
イ
ン
ト
が
与
え
ら
れ
る
の

で
、
４
人
の
う
ち
女
子
が
１
人
な
ら
合
計

は
８
・
５
点
ま
で
、
全
員
が
女
子
な
ら
ば

合
計
10

点
ま
で
の
構
成
が
可
能
に
な

る
。
◆
障
碍
の
部
位
・
程
度
は
様
々
で
、

車
い
す
も
攻
撃
用
の
軽
く
小
回
り
が
き
く

も
の
と
、
長
く
て
重
い
バ
ン
パ
ー
が
付
い

た
守
備
用
の
も
の
が
あ
る
。
障
碍
が
比
較

的
軽
く
ス
ピ
ー
ド
を
活
か
し
て
ひ
た
す
ら

ゴ
ー
ル
を
目
指
す
選
手
、
素
早
い
動
き
が

不
得
意
で
ボ
ー
ル
を
持
つ
こ
と
は
少
な
く

て
も
、
タ
ッ
ク
ル
し
た
り
バ
ン
パ
ー
を
相

手
の
車
い
す
に
引
っ
か
け
て
攻
撃
を
阻
止

し
た
り
す
る
選
手
が
い
る
、
格
闘
技
に
近

い
競
技
だ
。
◆
「
病
気
で
あ
る
こ
と
」
や

「
障
碍
が
あ
る
こ
と
」
を
認
め
て
受
け
入

れ
る
こ
と
は
誰
に
と
っ
て
も
難
し
い
こ
と

で
す
。
車
い
す
ラ
グ
ビ
ー
は
、
障
碍
が
あ

る
現
実
を
認
め
、
何
が
出
来
る
か
何
は
出

来
な
い
か
を
知
り
、
出
来
る
こ
と
を
ど
う

活
か
す
か
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
自
分
を
知

り
、
自
分
と
は
違
う
人
が
沢
山
居
て
社
会

が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ

と
か
ら
全
て
が
始
ま
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
（
Ｔ
Ａ
Ｍ
）
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主な記事

定期総会記念講演要旨、庶民感覚から野党

勢力への素朴な疑問…2～3面、アンケート

結果…4面、個別指導等の計画…5面、理事

会便り…6面、協同組合ニュース…7～8面 

卒業まで」と回答した33市町村に対し

て、県の財政支援がある場合にその範

囲の拡大を検討するかといった質問に

対して22市町村が拡大を検討すると回

答。拡大を検討しないとした市町村が

11市町村あったが、県の説明では県で

統一の方向が示されれば前向きに拡大

を検討することを個別に確認済みだと

した報告があり、その後非公開の議論

を経て中学卒業までを打ち出した。

一方で受給者負担金（最大500円）に

ついては現行維持と答えた市町村が66

市町村と最も多かったが、受給者負担

金を廃止すべきとした市町村も９あ

り、少子化対策や貧困対策のため完全

窓口無料化をお願いしたいといったコ

メントも紹介された。また検討会の下

に三師会の代表も参加する幹事会が設

置され、三師会の幹事からも受給者負

担を廃止し窓口完全無料化を望むと

いった意見がみられた。しかし、県と

しては受給者負担金は維持する方針と

した。

今後は窓口完全無料化の実現に向け

市町村への働きかけが重要である。ま

た障がい者

等について

も助成拡大

を目指して

もらいた

い。

村、特定記録10市町村と続いた。郵送

方法を検討中としたのは13市町村。事

業所からの依頼に対して個人番号にマ

スキングするなどの対応は可能かとい

う質問では、対応できないと回答した

自治体が37市町村、検討するとした自

治体が33市町村、対応すると回答した

自治体はわずか２村のみだった。マス

キングに対応できない理由としてはシ

18年度８月から開始

阿部長野県知事は４月13日

に記者会見で、子ども医療費の

現物給付にあたり補助の範囲と

実施時期について県としての方

針を発表した。

会見では、中学校卒業まで国

民健康保険のペナルティ額の２

分の１について県として新たに

補助をすること、付加給付の停

止額分の市町村の負担増分につ

いても同様に県が２分の１負担

をする方向性を示した。新たに

生じる負担については、新聞報

道によると約２億7000万円とさ

れているが、第２回検討会後の

県の説明ではペナルティ分は

自治体が毎年５月に各事業所宛てに送

付する「給与所得等に係る市町村民税・

道府県民特別税徴収税額の決定・変更通

知書」（以下、通知書）への個人番号の

記載中止を求め、県保険医協会は県内の

全市町村長あてに要請書を送付するとと

もに、通知書の運用に関わるアンケート

を実施した。要請書では、通知書への個

人番号記載には①プライバシー権を侵害

し憲法に違反する問題、②事業者への負

担となり経営を圧迫する問題、③自治体

の情報漏えいリスク、コスト増大の問題

を指摘。通知書への個人番号の記載取り

やめと、個人番号記載欄を追加した通知

書の様式変更の撤回を国に求めるよう要

請した。

アンケートでは、全77市町村のうち73

市町村から回答を得た（2017年５月16日

現在）。通知書に個人番号を記載する

と回答したのは70市町村（全回答中

96％）。全ての人について記載しない

と回答した自治体は無かったが、「記

載しない方向で検討中」とする回答

や、「年末調整で個人番号の記載が無

い人に限り記載しない」とする回答も

みられた。郵送方法では普通郵便が28

市町村と最も多く、簡易書留21市町

介護保険法への対応

介護保険法には「保険税納入」のみ

で、「自分自身」との係わり薄いこと

などあり気にかけることもなかった。

我が姉弟７人（10歳上「姉」５歳下

「妹」含め）そこそこ生活継続してい

るので、話題にもならなかった。

このほどの「国会」（参議院審議中）

では、「介護保険関連法改正案」が討議

されております。その内容によると、わ

たし共受益者にとって「不利」になるこ

とあり、とりやめさせたいなあと「打開

策」みつけておりました。「乏しくなっ

てしまつた脳組織」賦活せんとしており

ましたが、うまく「把握」できませんで

した。

そんなことから「無知打開」のた

め、「420国会集会」に出席することに

なりました。介護・医療に係わる方々

の「切迫しつつある」様子など示さ

れ、分かりかけてきましたし「ただ反

対」だけでなく「こんな手もあるよ」

の「行動計画」を示したりして、おお

きな輪つくり、取りやめさせたいもの

です。

（長野市・河原田和夫）

に参加した河原田常任理事より、国

会集会についての投稿があったので

掲載したい。

４月20日に、保団連の中央要請行動で

各県選出国会議員への要請懇談が行わ

れ、長野協会からは河原田、林各常

任理事、事務局２名が参加。要請書

の内容は４月12日の強制採択に対し

慎重かつ丁寧な審議を行うことや、

マイナンバーの取り扱いなどについ

て。お昼からは「介護保険法改悪に

反対する集会」が保団連、社保協の

共催で開催された。今回は国会行動
武田議員（右）に要請の説明をする

林常任理事（中央）と河原田常任理事（左）

投
稿

8200万円としているため、付加給付停

止額分は約１億8800万円と推測され

る。また実施時期については、システ

ム改修等の対応が必要となるため、平

成30年８月を目途に導入するとした。

３月30日に行われた第２回長野県福

祉医療費給付事業検討会では、検討会

終了後に対象を中学卒業までとする方

向性が出されていた。検討会では、前

回の検討会の意見を踏まえて市町村へ

意向調査を行い、現物給付の導入範囲

については「未就学児まで」と

する市町村が31、「小学校卒ま

で」が２市町村、「中学卒業ま

で」が13市町村、「高校卒業ま

で」が31であった。その上で、

「未就学児まで」又は「小学校

ステム上の理由を挙げた回答が目立っ

たが、一方で「法令で定められている

ため」とする理由が多数挙げられた。

医療機関での対応方法

全国保険医新聞４月25日号で報じら

れた通り、個人番号は医療機関での特

別徴収事務には不要であり、個人番号

の表裏両面をマジック等で塗りつぶ

す、テープで隠すなどのマスキングを

行うことに罰則規定は設けられていな

い。通知書を受け取った後は、マスキ

ング処理を施した上で従前通りの通知

書として取り扱うことができる。

検討会の様子


